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 項目 問 回答

 １ 交 付 対 象
者 

市が関与していない集会所、
集会施設（マンション内集会
所、地元所有の集会所）も対
象になるか。

市と地域集会所管理運営委託契約を締結してい
る自治会等が管理している地域集会所が対象で
す。（総数 69）

 ２ 交 付 対 象
者

１つの集会所を複数の町内
会で管理している。申請者は
誰でもよいか。

申請者は集会所を管理する町内会等の長であれ
ばどなたでもよいですが、全ての町内会長が申
請内容を了承していることが前提となります。
（代表者は R８年度集会所管理者の属する町内
会の長が適任と考えますが、地域で御相談くだ
さい。）

 ３ 補 助 対 象
経費

令和 7 年度以前に集会所を
LED 化した。補助を受けるこ
とはできるか。

令和 8 年度予算に係る補助金となるため、令和
7 年度以前に行われた LED 化は補助の対象にな
りません。

 ４ 補 助 対 象
経費

LED 照明が故障したので修
繕・交換をしたい。補助対象
になるか。

今回は蛍光灯など LED 照明以外の照明から
LED 照明への更新に限定しているため、対象外
となります。

 ５ 補 助 対 象
経費

集会所内の一部が暗いため、
照明を増設したいが補助対
象になるか。 
LED 照明を今の照明器具数
以上に設置しても補助対象
となるか。

未設置だった場所への新設（増設）は対象外で
す。今回は、既存照明の更新が対象ですので、原
則、更新する既存照明数より多くの LED 照明を
設置することはできません。 
幅広く集会施設に補助が行きわたるよう御理解
くださいますようお願いいたします。

 ６ 補 助 対 象
経費

集会所の玄関ポーチ（屋外）
に設置された照明も対象に
なるか。

対象になります。ただし、活動の拠点となる集会
所屋内の照明をできる限り優先して更新してく
ださい。

 ７ 補 助 対 象
経費

集会所敷地内（屋外）に設置
された照明も対象になるか。

活動の拠点となる集会所屋内の照明をできる限
り優先して更新してください。補助対象かは個
別に判断しますので御相談ください。（お時間を
いただくことがあります。）

 ８ 補 助 対 象
経費

器具はそのままで、直管の蛍
光灯から工事不要と記載の
ある直管の LED に自分で交
換したいがよいか。また、補
助の対象になるか。

今回の補助金は、専門事業者（電気工事店等）に
施設等の安全を確保できる適切な更新方法につ
いて確認いただいた上での交付申請であること
を条件とし、申請者には確認した旨の誓約書を
いただきます。 
直管 LED ランプと既設の照明器具の組み合わ
せが不適切だった場合、点灯しないだけでなく、
発煙や発火の事例が報告されています。また、器
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 具自体が古い場合、部品の劣化や破損等により、
安全に交換できない状態であることも考えられ
ます。 
必ず事前に専門事業者に現地や蛍光灯の種類等
を確認してもらい、適切な方法で更新を行って
ください。１０年を経過した照明器具は外観だ
けでは分からない劣化も進んでいることから、
点検し交換の検討が必要と言われています。

 ９ 補 助 対 象
経費 

電気工事店に工事を依頼す
るが、電球部分は LED の電
球に取替えするだけででよ
いと言われている。電気工事
店が実施する工事を伴わな
い電球（消耗品）のみの交換
は補助対象になるか。

事前に専門事業者（電気工事店等）に電球の取替
えが安全にできる状態であることが確認できた
場合は、補助の対象になりますので、見積書に含
めてください。 

 10 補 助 対 象
経費 

電球から LED 電球に自分で
交換するが補助対象になる
か。

今回の補助金は、専門事業者（電気工事店等）に
施設等の安全を確保できる適切な更新方法につ
いて確認いただいた上での交付申請であること
を条件とし、申請者には確認した旨の誓約書を
提出していただきます。 
器具自体が古い場合は、部品の劣化や破損等に
より、安全に交換できない状態であることも考
えられます。施設等の安全を確保できるかを専
門事業者（電気工事店等）に事前に御確認くださ
い。安全性が確保できることが確認できた場合
は、補助対象となりますが、この場合の補助対象
経費は LED 電球代のみとなります。（人件費等
の費用は対象外です。）

 11 補 助 対 象
経費

電球から LED 電球に自分で
交換したが点灯しなかった。 
その LED 電球は補助対象に
なるか。

補助対象外です。

 12 補 助 対 象
経費

電気工事店に所属していな
いが、電気工事に必要な資格
はある。自分で器具交換工事
をしても補助対象になるか。

補助対象外です。電気工事店等に依頼してくだ
さい。 
 

 13 補 助 対 象
経費

工事は市内の事業者でない
と補助対象にならないか。

市内の事業者支援の面からも、できる限り市内
事業者での工事をお願いします。なお、市外事業
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 者でも補助対象となります。
 14 補 助 対 象

経費 
ストックとして LED 電球を
いくつか購入したいが補助
対象になるか。

在庫の確保は補助対象外です。現在設置されて
いる電球（LED 電球以外）から LED 電球への
更新が対象です。

 15 補 助 対 象
経費

以前、既設の照明器具に、自
分で工事不要の LED 直管照
明を取り付けた。器具が古く
不安を覚えるため、今回既設
の照明器具を更新したいと
思うが、補助対象になるか。

原則、補助対象となります。 
専門事業者に御相談ください。

 16 補 助 金 の
額

上半期と下半期の２回に分
けて申請することは可能か。

交付申請は１集会所につき１回限りの申請とな
りますので、複数回の申請は無効です。

 17 補 助 金 の
額

申請した全ての集会所が補
助金の交付を受けることが
可能か。

予算の範囲内（1,500 万円内）で交付します。上
限 40 万円で申請の場合、37 施設が交付を受け
ることが可能です。（37/69） 
予算の上限に達した時点で、申請受付を終了し
ます。

 18 交付申請 事前に電話等で相談した時
点で予算が確保されるのか。 
それとも交付申請書提出順
か。

交付申請書提出順となります。（必要書類が揃っ
ており、受理できる状態であること。） 

 19 交付申請 交付申請は事前に要相談と
聞いたがなぜか。

補助金の予算が上限に達すると申請受付自体を
終了しますので、その状況をお伝えするためで
す。また、提出書類や条件等についてもお知らせ
させていただきます。なお、相談は必須ではあり
ません。 
※ 事前相談の時点で対象集会所の予算が確保
されたわけではありません。あくまで交付申請
書の受付（受理）順となります。

 20 交付申請 交付申請前に工事を発注又
は実施してしまったが、申請
できないか。

原則、交付決定後の工事をお願いしています。交
付申請時に既に工事を発注又は実施した場合
は、御相談ください。（ただし令和 8 年４月以降
の実施工事に限ります。）

 21 交付申請 
図面

交付申請に添付する施設の
図面を持っていないが、どう
したらよいか。

更新する既設照明の設置箇所と基数が把握でき
れば、手書きの平面図で構いません。 
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 21 交付申請 
見積書

電気工事店等から、どのよう
な見積書をもらえばよいか。

LED 照明に更新する経費の内訳（本体費用、附
属品費用、設置・処分費用等）がそれぞれ分かる
見積書を取得してください。

 22 交付申請 
見積書

見積書に補助対象外の新設
LED 照明の金額も含まれて
いる。

補助対象のみの見積書を発行してもらってくだ
さい。 
補助対象外のものも含む見積書の場合は、対象
と対象外の経費が分かるようしてください。

 23 交付申請 
見積書

R７年度中発行の見積書は提
出書類として有効か。

見積書の有効期限が令和８年４月１日以降であ
れば構いません。

 24 交付申請 
誓約書

同一の対象経費に対し、他の
補助金（例：市民活動課の自
治会助成金等）も充てること
は可能か。

同一の対象経費に対し、他の補助金等を充てる
ことはできません。

 25 交付申請 
誓約書

誓約書の内容を守らなかっ
た場合、どうなるか。

誓約書の内容や、市の補助要綱、規則等を遵守し
てください。遵守しない場合、交付した補助金は
市に返還となります。

 26 交付申請 
実績報告

その他市長が認める書類と
は何か。

提出書類だけでは適正かの判断できないとき等
に、別途必要な書類の提出を求めることがあり
ます。

 27 補 助 金 の
交付

自己資金がないため、LED 照
明に更新できないがどうし
たらよいか。

原則、地元で一旦工事費全額を工事事業者等に
お支払いいただき、その領収証等をもって実績
報告書を提出後、市から補助金をお支払いしま
す。 
自己資金がない場合は、市に概算払の請求書を
提出することで、先に補助金をお支払いできる
ことがあります。（交付決定後になります。また、
後日返還手続きが必要になることがあります。） 
概算払を希望する場合は、事前に御相談くださ
い。

 28 補 助 事 業
の変更

工事の内容が急遽変更とな
り市に提出した見積書の額
から、金額が上がって（下が
って）しまった。どうしたら
よいか。

変更後の見積書を御用意いただき、市に御相談
ください。（変更申請が必要となることがありま
す。）
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 29 実績報告 実績報告書は、いつまでに提
出すればよいか。

工事代等の支払いに係る領収証を受領した日
（領収書記載の日付）から３０日以内に御提出
ください。 
（図面、更新後の写真、領収証等を添付してくだ
さい。）

 30 その他 工事を原則 12 月末までに完
了としてるのはなぜか。 
間に合わない場合、どうした
らよいか。 

この補助金は、国の物価高騰対策の交付金を活
用しています。必要な支援をできるだけ速やか
に行われるよう、１２月までに完了することを
期限としました。 
交付決定後、工事が何らかの事情で 12 月中に完
了しないことが見込まれる場合は、分かり次第、
御相談ください。

 31 その他 交付申請を 12 月に提出予定
だが、工事は 12 月末までに
実施できないと工事店に言
われた。申請できないという
ことか。

まずは、電話等で御相談ください。対応できる状
況かを確認させていただきます。 
（補助金の予算が残っているか、工事はいつ完
了できるか等）

 32 その他 補助金に係る文書や帳簿等
の保存期限はいつまでか。

国の交付金を活用するルール上、少なくとも、補
助事業完了日の年度（R8 年度）の翌年度から起
算して５年間（R13 年度まで）は、適切に保存
しておく必要があります。

 33 その他 R9 年度にも集会所 LED 化の
補助金はあるのか

今回の補助金は国の交付金を活用して実施して
いるため、R8 年度限りの補助となります。 
令和９年度以降については、現時点では未定で
す。

 34 その他 電気工事店を教えてほしい。 市では、特定の事業者をご紹介することはでき
ません。 
商工会が市内事業者を把握していますので、そ
ちらへお問い合わせください。 
尾張旭市商工会  
電話 ０５６１－５３－７１１１


